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本日の議事内容
1. 座長挨拶【5min】 （青山学院大学教授 古橋座長）

2. リーガル面の論点整理【40min】
• 商標法を中心とした論点整理 （TMI総合法律事務所 長島 匡克 弁護士）
• 3D都市モデルの生成と利活用に関する著作権法上の論点整理

（関真也法律事務所 関 真也 弁護士）
• 質疑 （出席者全体）

3. オープンデータ化の推進に関する論点整理【60min】
• VIRTUAL SHIZUOKAの取組・意義とは？ （静岡県 杉本 直也 氏）
• 統合空間データの公開とデータ利活用研修 （朝日航洋 浅野 和仁 氏）
• 鯖江市のオープンデータの取組・意義・課題 （Code for Sabae 牧田 泰一 氏）
• 質疑 （出席者全体）

4. リーガル・オープンデータ化に関する論点整理【20min】
• 論点整理と今後の取り組み （国土交通省都市局）
• 質疑 （出席者全体）

5. 総合討議・事務局連絡事項【15min】
• 総合討議 （出席者全体）
• 事務連絡 （国交省都市局）

2021/09/29 第3回「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」
資料０
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令和3年度活動予定
四半期に一度の分科会開催を予定。各団体からのアジェンダや活動内容の提案も随時募集

※開催時期・アジェンダは変更可能性あり

アジェンダ担当

① 国交省,アクセンチュア
② UDXメンバより各領域

代表企業

① 国交省,実証事業者
② 民間実証事業者

① 航測事業者, 
民間実証事業者

② 令和3年度実証事業者

① 国交省

① 法律専門家
② 国交省

時期 “代表的“なアジェンダ

第1回
①分科会概要説明
②今後検討していく課題・論点の整理

- 民間/自治体活用、モデル作成・基盤整備、オープンデータ化

第2回
①モデルの利活用に関する課題・論点整理

- 安価・簡便なモデル作成・更新手法の実証結果共有
②リーガル面の論点整理とルール整理

- 実証案件での経験を踏まえた課題・論点抽出

第4回
①モデル作成手法

- 高LODモデル作成の実証結果共有、GIS連携手法・事例共有
②令和3年度ユースケース実証結果共有

- 民間実証x2案件、自治体実証x2案件の実証結果報告

第5回
①次年度活動計画

- 次年度以降の活動の課題・論点の整理
- 次年度活動予定の共有

第3回

3月24日

6月28日

12月23日

3月頃

9月29日
①リーガル面の論点整理とルール整理

- 法律専門家を招いての見解聴取・問題提起
②オープンデータ化の推進

- オープンデータ化に向けた自治体の課題・対応策を協議

＃
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有識者
南政樹 慶応義塾大学 SFC研究所 特任講師
瀬戸寿一 駒澤大学 文学部 地理学科地域文化研究専攻 准教授
大伴真吾 社会基盤情報流通推進協議会 理事

座長 古橋大地 青山学院大学 地球社会共生学部 教授

東北 郡山市(福島), いわき市(福島), 白河市(福島)

関東
鉾田市(茨城), 桐生市(群馬), 館林市(群馬), 宇都宮市(栃木), さいたま
市(埼玉), 熊谷市(埼玉), 新座市(埼玉), 毛呂山町(埼玉), 柏市(千葉), 
東京都, 目黒区(東京), 東村山市(東京), 横浜市(神奈川), 川崎市(神奈
川), 横須賀市(神奈川), 相模原市(神奈川), 箱根町(神奈川)

中部
新潟市(新潟), 金沢市(石川), 加賀市(石川), 松本市(長野), 岡谷市(長
野), 茅野市(長野), 伊那市(長野), 岐阜市(岐阜), 静岡県, 浜松市(静
岡), 沼津市(静岡), 掛川市(静岡), 菊川市(静岡), 名古屋市(愛知) , 岡
崎市(愛知), 津島市(愛知), 安城市(愛知)

近畿 熊野市(三重), 大阪市(大阪), 豊中市(大阪), 池田市(大阪), 高槻市(大
阪), 摂津市(大阪), 忠岡町(大阪), 加古川市(兵庫)

中国 鳥取市(鳥取), 呉市(広島), 福山市(広島), 周南市(山口)

四国 さぬき市(香川), 松山市(愛媛), 東温市(愛媛)

九州・沖縄
北九州市(福岡), 久留米市(福岡), 宗像市(福岡), 佐世保市(長崎),熊本
市(熊本), 荒尾市(熊本), 玉名市(熊本), 益城町(熊本), 日田市(大分), 
那覇市(沖縄)

北海道 札幌市(北海道)

大学・
研究機関 九州工業大学, 慶應義塾大学

企業団体
大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会, 社会基盤情報流通推進協
議会（G空間情報センター）, 日本PFI・PPP協会, 福島産業創生協議会, 
横浜みなとみらい21

建設・設計 市浦ハウジング＆プランニング, 大林組, 鹿島建設, JR東日本コンサルタンツ, 
大成建設, 竹中工務店，三菱地所設計

製造 NEC, SkyDrive, ソニー, デンソー, 凸版印刷, Pacific SpatialSolutions, 
日本電気，パナソニック, 日立製作所, 三菱電機, ミネベアミツミ

卸売小売・
飲食 三越伊勢丹

不動産 東急不動産, 東京建物, 日鉄興和不動産, 三菱地所, 森ビル

運輸・通信 NTTインフラネット, NTTコミュニケーションズ, NTTドコモ, OpenStreet,
KDDI, JTOWER, ソフトバンク, 中日本航空，東日本旅客鉄道

地図・測量

モビリティ・
ドローン

コンサル・
シンクタンク

システム・
ソフトウェア・

AI

AR・XR

アイ・トランスポート・ラボ, アルテアエンジニアリング,アンシス・ジャパン, 
Intelligence Design, NECネッツエスアイ, NTTデータ, CADセンター, 
Stock Graphy, ニューラルポケット, VANTIQ, フォーラムエイト, 
三菱スペースソフトウェア, Eukarya,理経

朝日航洋, アジア航測, ESRIジャパン, 国際航業, 国土地理院, ダイナミック
マップ基盤, ダッソーシステムズ,東亜建設技術, ナカノアイシステム, パスコ, 
MapBox, リモートセンシング技術センター

ALAKI, A.L.I. Technologies

アクセンチュア, 角川アスキー総研, 建設技術研究所, 日建総研, 日本工営, 
福山コンサルタント, ボストン コンサルティング グループ, 三菱総研, 

Gugenka, Symmetry Dimensions, Synamon, Psychic VR Lab, 
匠, MESON

その他サービス JTB, 日本旅行,SOMPOリスクマネジメント, 博報堂, 博報堂DYホールディン
グス, JR西日本コミュニケーションズ

事務局 国土交通省 都市局 都市政策課
hqt-mlit-plateau@mlit.go.jp

順不同【参考】本分科会の会員一覧
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2021/09/29
第３回「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」

 資料１

商標法を中心とした論点整理

TMI総合法律事務所 長島 匡克 弁護士



第3回「3D都市モデルの整備・活用促
進に関する検討分科会」

商標法を中心とした論点整理

2021年9月29日（水）

TMI総合法律事務所

弁護士 長島匡克



講師紹介

2

長島 匡克（ながしま まさかつ）
TMI総合法律事務所 弁護士
（日本・カリフォルニア州）

• 2012年1月より現職。国内外のクライアント
に対して、知的財産、エンタテインメント・ス
ポーツ、リスクマネジメントを中心としつつ、
M&A、訴訟等の幅広い分野を取り扱う

• eスポーツ、NFT等のデジタル関連の業務
も多い



目次

１ 商標権とは

２ 仮想空間における商標法上の論点整理
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１ 商標権とは



商標権の機能

 出所表示機能（自他商品識別機能）

 商品又は役務の出所を表示する機能

 商標使用者の努力により商標に信用を蓄積する

 品質保証機能

 商品又は役務の品質を保証する機能

 消費者の商標に対する信頼・信用の蓄積

 広告宣伝機能

 商品と商標が結びつき特定の商品を想起させる機能

5

→モノ言わぬセールスマン



商標とは

①標章であること

②商品又は役務について使用するもの（事業者が他と区別
するため）

6

商標法2条1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、
文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他
政令で定めるもの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使
用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をする
もの（前号に掲げるものを除く。）



商標権の効力

7

専用権
（安心して）自ら使用できる権利（専用権）
目的：侵害の回避

禁止権

他人の使用を禁止できる権利（禁止権）
目的：侵害の排除

※禁止権は類似の範囲まで広がる。

商標権の設定登録により、商標権が発生（登録主義）。指
定商品・指定役務について登録商標の独占的使用が可能
に

・日本国内のみで効力（属地主義）
・設定登録の日から10年間。更新可能



指定商品・指定役務

全部で４５区分（商品３４区分、役務１１区分）

例：被服・履物 → ２５類（商品商標）

飲食物の提供（レストランサービス） → ４３類（サービスマーク）
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商品：市場で商取引の対象となり得る流通性・代替
性を有する物であり、有体物に限られない

役務：他人のために提供する労務又は便益であっ
て、商取引の対象となり得るもの



商標権の侵害

 商標権の侵害とは、

①他人の登録商標をその指定商品・役務について使用
する行為（25条)

②他人の登録商標の類似範囲において使用する行為（
37条1号）

(i) 被疑侵害者の標章が登録商標と同一・類似である
こと

(ii) 被疑侵害者の標章が使用されている商品・役務が
登録商標の指定商品・役務と同一・類似であること

9

例：ミニチュアカーに自動車メーカーの商標を付する行為



商標的使用

但し、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であ
ることを認識することができる態様により使用されていな
い商標には、商標権の効力は及ばない（26条1項6号）

10

商標法2条3項
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為

二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは
引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行
為
・・・（中略）・・・
七 電磁的方法…により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に
標章を表示して役務を提供する行為

八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展
示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法
により提供する行為
・・・（後略）・・・

商標的使用



商標権侵害の効果

差止請求(36条）
 侵害行為の停止、予防(36条1項）

 侵害品の廃棄、侵害品製造に使用した器材の破棄(36条2項）

損害賠償請求（38条推定規定）

不当利得返還請求

信用回復措置(39条・特許法106条） ※謝罪広告

輸入差止申立て（関税定率法21条の2） ※商標権侵害商
品は輸入禁制品

刑事告訴
 刑事罰（78条、82条）

 個人：10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金

 法人：3億円以下の罰金

11



cf. 不正競争防止法

商標法を補完する不正競争防止法

 登録は要件ではない But 周知性・著名性等が必要

 指定商品（役務）の枠を超えることができる（「ダイリュー
ション」、「ポリューション」防止の観点）

商標法の補完としての不正競争行為の類型

 周知表示混同惹起行為（法2条1項１号）

 著名表示冒用行為（法2条1項2号）

 商品形態模倣行為（法2条1項3号）

 ドメイン不正取得行為（法2条1項１9号）

 品質等誤認行為（法2条1項20号）

12
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２ 仮想空間における商標法上の
論点整理



現実の商標の仮想空間での使用

 商標の「使用」に該当するか

 商標法2条3項各号への該当性

 商標的使用該当性

 仮想空間内に表示されるのみの場合

 例：商業看板の仮想空間内での再現

 仮想空間内で取引される対象となる場合

 例：有名ブランドのロゴの付いたアイテムの取引

 商標の同一性・類似性

 特に、被疑侵害者の標章が使用されている商品・役務が登録商
標の指定商品・役務と同一・類似か

 例：自動車の販売と、仮想空間内での自動車のデータ提供

 不正競争防止法による保護は別途ありうる

14



橘正宗事件最高裁判決（最判昭和36年6月27
日民集15巻6号1730頁）

 「指定商品が類似のものであるかどうかは、……商品自体が
取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきもので
はなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売さ
れている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商
標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品
と誤認される虞があると認められる関係にある場合には、たと
え、商品自体が互いに誤認混同を生ずる虞がないものであっ
ても、それらの商標は…･･類似の商品にあたると解するのが相
当である」と判示した

 類似例：薬剤一般とダイエット効果を謳う健康補助食品

（大阪地判平成18年4月18日裁判所HP）
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では、現実世界での自動車の販売と、
仮想空間での自動車のデータ提供はどうか



海外の関連事例

E.S.S. Entertainment
2000, Inc. v. Rock
Star Videos, Inc.,
547 F.3d 1095 (9th

Cir. 2008)

被告が販売するグランド・セフト・オートというゲーム内におい
て、原告の現実のストリップ劇場を再現したところ、同劇場の
ロゴと外観デザインに関する原告の商標権等を侵害するか否
かが争点となった事案。裁判所は、表現の自由で保護されて
いる表現行為であること、顧客はストリップ劇場が同ゲームを
制作したと誤認しないと考えられることを理由に、商標権等の
侵害はないと判断した。

AM General v.
Activision Blizzard,
No.17-cv-
8644(S.D.N.Y. 2020)

被告が販売するCall of Dutyというゲーム内において、軍用車
両であるHumvee truck（高機動多用途装輪）が使用されたこ
とに対して、原告は商標権侵害を主張。裁判所は、表現行為
であること、実際に軍事活動において使用されている車両を
用いることは、現代における戦争シミュレーションゲームにお
いてリアリティや迫真性を惹起させることを説明して、当該主
張を退けた。
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仮想空間内の商標の保護

仮想空間内にのみ存在する商品又は役務の商標
は商標登録できるか（例：自動車や飲食の提供）

商品区分をどう考えるか

商品か、役務か

 仮想空間内での自動車：自動車？プログラム？

 仮想空間内での飲食の提供：仮想空間内では不可能？

不正競争防止法での保護は別途ありうる
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お問い合わせ

ご清聴ありがとうございました。

連絡先

TEL：03-6438-5350

MAIL：mnagashima@tmi.gr.jp
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著作権の処理 著作者人格権の処理

権利制限規定は
適用されるか
（著30～49）

同一性保持権

氏名表示権

公表権

名誉声望保持権

どの部分をどの程度
再現すると複製又は
翻案になるか？

非享受目的利用
（著30の4）

公開の美術の著作物等
の利用（著46）

付随対象著作物の
利用（著30の2）

引用（著32）

その他

意に反する改変

増築・改築・修繕・
模様替えによる改変

やむを得ない改変

本報告では省略

本報告では省略

権利制限規定が適用される場合でも、それを
理由に著作者人格権まで非侵害になるわけ
ではない（著50）。
著作者人格権侵害の成否について、著作権
侵害の処理とは別途検討を要する。

本報告では省略

本報告では省略

再現する現実環境は著作物か
（＋保護期間）

再現行為は
法定利用行為に当たるか

建築物
実用品（応用美術）
彫刻その他の美術品



XR and Law

検討➊

著作物性



「著作物」とは？

5

著作物の種類* 具体例
言語の著作物 看板、ポスター、標識、記念碑その他の掲示物等に表示された文字、標語等

美術の著作物 屋外又は屋内に設置された絵画、版画及び彫刻
看板、ポスター、標識その他の掲示物に表示されたイラスト等

建築の著作物 住宅、ビル等の建築物
橋梁、高速道、都市計画、記念碑、庭園等**

映画の著作物 デジタルサイネージ、ビルの壁面に設置されたスクリーンなどの画面に表示
された広告その他の影像等

写真の著作物 看板、ポスター、標識その他の掲示物に表示された写真等

著
作
物

単なる事実は保護されない。「思想又は感情」の
「創作的」な

「表現」であって

文芸、学術、美術又は音楽
の範囲に属するもの

一般的には、わずかに個性が表れていればよい。
抽象的なアイデアは保護されない。

人間の精神活動の成果であることが必要。
実用性・機能に関する形状等の保護は制限される傾向。

* これらのほか、音楽、舞踊・無言劇、図形、プログラムの各種著作物がある（著10I）。 **「建築」の定義・範囲については学説上争いあり。

著作物性
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高級注文住宅モデルハウス事件
大阪高判平成16年9月29日裁判所HP（平成15（ネ）3575）
大阪地判平成15年10月30日判時1861号110頁

ログハウス調木造住宅事件
東京地判平成26年10月17日裁判所HP（平成25（ワ）22468）

タコ滑り台事件
東京地判令和3年4月28日裁判所HP（令和1（ワ）21993）

否
定
例

肯
定
例

一般住宅が「建築の著作物」に当たるということができるのは、「客観的、外形的
に見て、それが一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性を上回り、
居住用建物としての実用性や機能性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となり、
建築家・設計者としての思想又は感情といった文化的精神性を感得せしめるような
造形美術としての美術性を備えた場合と解するのが相当」

建築の著作物性

「建築としての実用目的を達成するため
に必要な機能に係る構成と分離して、
美術鑑賞の対象となり得る美的特性を
備えている部分を把握できる」場合に
保護される。

慶應義塾大学三田キャンパス内の第二研究室棟全体（同棟内の「ノグチ・ルーム」と称する談話室を含む。）
（東京地決平成15年6月11日判時1840号106頁）。
ファッションブランド「STELLA McCartney」青山の店舗デザイン（東京地判平成29年4月27日（平成27（ワ）
23694）、知財高判平成29年10月13日（平成29（ネ）10061）。※ただし、当事者間に争いがなかったため、前提事実としての認定。

裁判例ではないが、文献中で「建築の著作物」の例として挙げられているもの：宮殿、凱旋門、瀬戸大橋、
レインボーブリッジ、東京タワー、ディズニーランドのシンデレラ城、東京都庁舎など。

著作物性
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時計原画事件
東京地判令和3年6月24日裁判所HP（令和2（ワ）9992）

X字型クッション事件
知財高判令和3年6月29日裁判所HP（令和3（ネ）10024）
東京地判令和3年2月17日裁判所HP（令和1（ワ）34531）

半田フィーダ事件
知財高判平成30年6月7日裁判所HP（平成30（ネ）10009）
東京地判平成29年12月22日裁判所HP（平成27（ワ）33412）

否
定
例

肯
定
例

最近の裁判例では、「実用的な機能と分離して把握することができる、美術鑑賞の対象となる美的特性」を備える
ことなどを要求し、著作物性を否定する事例が比較的多い。

応用美術の著作物性

婦人服事件
大阪地判平成29年1月19日裁判所HP（平成27（ワ）9648）

照明用シェード事件
東京地判令和2年1月29日裁判所HP（平成30（ワ）30795）

幼児用椅子事件
知財高判平成27年4月14日判時2267号91頁
画像は裁判所HPより

ティーシャツ事件
東京地判昭和56年4月20日判時1007号91頁
画像は裁判所HPより

眠り猫イラスト事件
東京地判平成31年4月18日裁判所HP（平成28（ワ）8552）

著作物性を認めた裁判例も皆無ではない。
イラストなど鑑賞目的の著作物として創作した後、それを実用品に付した場合でも、著作物性は損なわれない。

著作物性



XR and Law

検討❷

法定利用行為
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複製・翻案とは？
～3D都市データを生成する場面～

法定利用行為（複製・翻案の成否）

複製
既存の著作物に依拠し，これと同一のものを作成し，又は，具体的表
現に修正，増減，変更等を加えても，新たに思想又は感情を創作的に
表現することなく，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し，
これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得
することのできるものを作成する行為

翻案
既存の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本質的な特徴の同一性を
維持しつつ，具体的表現に修正，増減，変更等を加えて，新たに思想
又 は 感 情 を 創 作 的 に 表 現 す る こ と に よ り ， こ れ に 接 す る 者 が
既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる
別の著作物を創作する行為

最判平成13年6月28日民集第55巻4号837頁〔江差追分〕
東京地判平成11年10月27日判時1701号157頁、東京高判平成14年2月18日判時1786号136頁〔雪月花〕

東京地判平成30年3月29日判時2387号121頁〔コーヒーを飲む男性〕など参照。

最低限、既存の著作物の創作的な表現部分が共通・残存している必要がある。



TRIPP TRAPP事件（知財高判平成27年4月14判時2267号91頁・画像は裁判所HPより）

控訴人製品

被控訴人製品1

控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴は，
① 「左右一対の部材A」の2本脚であり，かつ，「部材Aの内側」に形成

された「溝に沿って部材G（座面）及び部材F（足置き台）」の両方を
「はめ込んで固定し」ている点，

② 「部材A」が，「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて
直接床面に接している点及び両部材が約66度の鋭い角度を成している点

において，作成者である控訴人オプスヴィック社代表者の個性が発揮されて
おり，「創作的」な表現というべきである。

2本脚と4本脚の違いは、「椅子の基本的構造に関わる大きな相違といえ・・・、
被控訴人製品は、控訴人製品の著作物性が認められる部分と類似しているとは
いえない。」

10

法定利用行為（複製・翻案の成否）

立体的な形状を再現することが
複製又は翻案に該当する場合がある。
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法定利用行為（複製・翻案の成否）

照明用シェード事件（東京地判令和2年1月29日平成30年（ワ）30795号・画像は裁判所HPより）

原告作品

被告作品

原告作品の本質的特徴は，エレメントが球状体の中心から放射状に外を向いて開花し
ているかのような形状をしており，花弁同士が重なり合うなどして複雑で豊かな陰影
を形成するとともに，その輪郭が散形花序のようにボール状の丸みを帯びた
輪郭を形成していることにあるというべきである。
上記の原告作品の本質的特徴を実現するために重要な構成，形状は，
① 原告エレメントが剣先状の花弁と，その内側に配置された大きな星形状の花弁状と，さらにその内側に配

置された小さな星形状の花弁から構成されること，
② エレメント頭部にミウラ折りの要素を取り入れ，各花弁の縦方向中央には折り線が設けられ，更に同

中央部から斜め方向に平行な複数の折り線が設けられていること，
③ 光を拡散する光学的特性を有する乳白ポリエステルシートが使われていること，
④ 大きな剣先状の6個の花弁及び大きな星形状の花弁の上端となる面が，水平方向を基準に，中心から

上斜め方向に伸びた後，水平な角度となっていることにあると考えられる。

被告作品は，自然界に存在する花のような柔らかく陰影に富んだ印象を与えるのでは
なく，より立体感があって，均一にむらなく光り，クリスタルのようなまばゆい輝き
を放つものであって，その輪郭も，散形花序のようにボール状の丸みを帯びたもので
は な く ， 凹 凸 の あ る 刺 々 し い 印 象 を 与 え る も の で あ る か ら ， 被 告 作 品 か ら
原告作品の本質的特徴を直接感得することはできないというべきである。

技術次第では再現しにくい光・陰影の質感等が一致していないと侵害にならない場合もある。
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留意点
～3D都市データを生成する場面～

著作物性 / 法定利用行為

再現する現実環境の範囲によっては、建築・美術その他の
著作物が含まれる可能性はある。
その著作物を3D都市データとして再現した場合、その再現
行為が複製又は翻案に当たるかどうかは、再現される著作物
の種類・内容、再現の精度等による。

3Dデータの生成目的を達成し得る範囲内で、単純な形状など
ありふれた表現に置き換えることなどを検討。

複製・翻案の観点のみによって、著作権侵害を回避する
統一的・画一的処理を行うことは、多くの場合困難か。



翻案権侵害の検討
～現実環境にデジタル情報を付加する場面～

彫刻については、庭園全体の構成のみならず本件建物におけるノグチ・ルーム
の構造が庭園に設置される彫刻の位置、形状を考慮した上で、設計されている
ものであるから、谷口およびイサム・ノグチが設置した場所に位置している
限りにおいては、庭園の構成要素の一部として上記の一個の建築の著作物を
構成するものであるが、同時に、独立して鑑賞する対象ともなり得るもの
として、それ自体が独立した美術の著作物でもあると認めることができる。

東京地決平成15年6月11日判時1840号106頁〔ノグチ・ルーム〕

13

法定利用行為（複製・翻案の成否）

既存の著作物の位置・形状等を考慮し、それと合わせて一体的に新たな
思想又は感情を創作的に表現するAR情報を付加する場合、翻案に該当
すると判断される可能性はある。



検討❸
XR and Law

権利制限規定



非享受目的利用
非享受目的* である場合は、その必要と認められる限度において、
著作物の利用が適法となる**。
非享受目的利用の例：
I. 著作物の利用技術の開発・実用化のための試験（著30条の4I）
II. 情報解析（同II）
III. 人の知覚による認識を伴わない情報処理の過程における利用等（同III）
* 著作物等の視聴等を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられていないこと。
** 著作権者の利益を不当に害する場合は、その利用行為は適法にならない。

15

権利制限規定（著30条の4）

3D都市データの利活用において適用可能性のある具体例
ARコンテンツを表示する際の位置合わせのみに利用する目的で現実環境
を複製し、バックエンドでの位置合わせに利用すること
その他どのような適用場面があるか？



公開の美術の著作物等の利用

※ 「屋外の場所」とは、街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所をいう。
16

権利制限規定（著46条）

建築の著作物

• 彫刻を増製
• その増製物を譲渡

著作物の種類 著作権侵害となる利用方法
（これら以外であればあらゆる方法で利用可）

１号

２号 • 建築により複製
• その複製物を譲渡

３号 屋外の場所に恒常的に
設置するために複製

４号 • 専ら販売を目的として複製
• その複製物を販売

美術の著作物で、
➊ その原作品が、
❷ 屋外の場所に
❸ 恒常的に

設置されているもの



課題➊：「建築」とは何か？
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権利制限規定（著46条）

問題の所在
著作権法上、「建築」や「建築物」の定義はない。
条文上、 「建築」であるか否かによって、46条の適用の有無及び範囲が異なる*。
住宅、オフィスビル等は「建築」であろうが、橋梁、高速道、都市計画、記念碑、
庭園等は「建築」に当たるか？

参 考
（建築基準法上の

「建築物」の定義）

「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構
造のものを含む。）、これに付随する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若し
くは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行所、倉庫その他これらに類する施設
（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの
上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含む」

裁判例

「『建築の著作物』の意義を考えるに当たっては、建築基準法所定の『建築物』の定
義を参考にしつつ、文化の発展に寄与するという著作権法の目的に沿うように解釈する
のが相当である。」

「本件原告滑り台も、屋根及び柱又は壁を有するものに類する構造のものと認めるこ
とができ、かつ、これが著作権法上の『建築』に含まれるとしても、文化の発展に寄与
するという目的と齟齬するものではないといえる。そうすると、本件原告滑り台は同法
上の『建築』に該当すると解することができる。」（前掲タコ滑り台事件判決）

* 3D都市モデルの利活用との関係で特に問題となるのは、前スライド記載の d 及び e の方法による利用が著作権侵害となるか否かであろう。



課題❷：適用対象となる「美術の著作物」の範囲

18

権利制限規定（著46条）

複製物 美術の著作物の複製物は、「原作品」ではないから、46条の適用がない。
※ 原作品であるか複製物であるかを見分けるのは容易ではない場合がある。

屋外の場所に
恒常設置

「一般公衆に開放されている」とは、具体的にどのような状況か？
（入場料の有無・趣旨、撮影等の禁止等）
「屋外」とは、具体的にどのような場所か？
（百貨店のショーウィンドウ内、地下鉄の駅構内、トンネル内、地下道等）
「恒常的に」設置とは、具体的にどれくらいの期間設置されていればよいか？

※ 条文上具体的な定義がなく、学説上も争いがあり、裁判例も乏しい。

「『一般公衆に開放されている屋外の場所』又は『一般公衆の見やすい屋外の場所』とは，不特定多数の
者が見ようとすれば自由に見ることができる広く開放された場所を指すと解するのが相当である。原告作品が
車体に描かれた本件バスは，市営バスとして，一般公衆に開放されている屋外の場所である公道を運行するの
であるから，原告作品もまた，『一般公衆に開放されている屋外の場所』又は『一般公衆の見やすい屋外の場
所』にあるというべきである。」

「『恒常的に設置する』とは，社会通念上，ある程度の長期にわたり継続して，不特定多数の者の観覧に
供する状態に置くことを指すと解するのが相当である。原告作品が車体に描かれた本件バスは，特定のイベン
トのために，ごく短期間のみ運行されるのではなく，他の一般の市営バスと全く同様に，継続的に運行されて
いるのであるから，原告が，公道を定期的に運行することが予定された市営バスの車体に原告作品を描いたこ
とは，正に，美術の著作物を「恒常的に設置した」というべきである。」（東京地判平成13年7月25日判時
1758号137頁〔はたらくじどうしゃ〕）



課題❸：販売目的複製（著46 IV）の範囲
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権利制限規定（著46条）

条文 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又は
その複製物を販売する場合

販売
有体物である複製物の譲渡に限られるか？それとも、ダウンロードその他
の方法によるデジタルデータの公衆送信による譲渡も含まれるか？

※ 条文上具体的な定義がなく、学説上も争いがあり、裁判例も乏しい。
※ 無償の譲渡等が「販売」に当たらない点については学説上概ね一致。

専ら

美術の著作物に当たる部分とそれ以外の部分とが組み合わされた商品を販売
することを目的としている場合、「専ら」その美術の著作物の複製物の販売
を目的として複製したといえるか？

「同規定は，・・・仮に，専ら複製物の販売を目的として複製する行為についてまで，著作物の利用を
自由にした場合には，著作権者に対する著しい経済的不利益を与えることになりかねないため，法46条柱書の
原則に対する例外を設けたものである。」

「被告書籍は，幼児向けに，写真を用いて，町を走る各種自動車を解説する目的で作られた書籍であり，
合計24種類の自動車について，その外観及び役割などが説明されていること，各種自動車の写真を幼児が見る
ことを通じて，観察力を養い，勉強の基礎になる好奇心を高めるとの幼児教育的観点から監修されていると
解されること，表紙及び本文14頁の掲載方法は，右の目的に照らして，格別不自然な態様とはいえないので，
本件書籍を見る者は，本文で紹介されている各種自動車の一例として，本件バスが掲載されているとの印象を
受けると考えられること等の事情を総合すると，原告作品が描かれた本件バスの写真を被告書籍に掲載し，
これを販売することは，『専ら』美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し，又はその複製物を販売
する行為には，該当しないというべきである。」（前掲はたらくじどうしゃ事件判決）



付随対象著作物の利用
～令和2年著作権法改正を踏まえて～
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権利制限規定（著30条の2）

※ 都市全体を主たる再現対象とし、その都市の一部として存在する著作物が含まれる場合でも、適法となり得る。
※ 美術の著作物の複製物や、建築又は美術の著作物以外の種類の著作物が含まれた場合でも、適法となり得る（著46条との併せ技）。
※ 「正当な範囲内」・・・例えば、営利目的がある場合、通常利用料を支払う実務がある場合などはNGになりやすいとされる。
※ また、付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、その利用は適法とならない。



付随性要件のハードル

デジタルツイン
のケース

ARクラウド
のケース

都市における人、モノ等を巡る諸活動のシミュレー
ション、分析、フィードバック等を目的として、
都市全体を再現した場合
➡ 都市の一部であっても、上記目的のために各部分を再現

することが不可欠であるとすれば、全ての一部が主たる
被写体であり、付随性がないのでは？

自己位置推定のために全体のデータが必要であるとすれば、
その目的との関係では、どの一部であろうと「付随的」なもの
とはいえないのでは？

とりわけ、他人の著作物そのものにARコンテンツを配置した
場合は、「付随的」なものとはいえないのでは？

21

課 題
権利制限規定（著30条の2）



引 用
要 件 あてはめ・コメント

被引用著作物の公表 ケース・バイ・ケース

明瞭区別性

ARによる表現は明瞭区別性を満たしやすい
場合がある？

提示方法（色分け、質感等）による違い
見る位置、角度等による違い
デバイスによる違い（ビデオシースルー/光学式
シースルー）

主従性 ケース・バイ・ケース
出所明示 翻案時は明示の慣行がある場合のみ (著48I③)

著作者人格権の非侵害 後述
22

権利制限規定（著32条）



課 題
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権利制限規定（著32条）

問題の所在

デバイスの画面上で、現実環境にある既存の著作物にARコンテンツを付加
する場合、当該著作物は複製されない場合がある。
この場合、当該著作物とARコンテンツを組み合わせた全体の作品を創作
する行為が、「翻案」に当たると解される可能性がある。
しかし、第47条の6第1項第2号は、引用による著作物の利用に関して行う
ことができる利用方法につき、「翻訳」のみを規定し、「翻案」等ができる
とは規定していない。
現実環境にある既存の著作物に、位置、形状等の関係を考慮してARコンテ
ンツを付加することによって新たな思想又は感情を表現しようとする作品を
作り出す行為が「翻案」に該当すると解した場合、その行為が引用として
適法となる余地がないとすれば、AR技術を用いた表現活動を阻害すること
にならないか。

参考裁判例 旧43条2号には、翻案の一態様である要約によって利用する場合を含むとした
東京地判平成10年10月30日判時1674号132頁〔血液型と性格事件〕



XR and Law

検討❹

同一性保持権



同一性保持権の考え方

➊ 著作者の意に反して、
❷ その著作物及びその題号を
❸ 変更、切除その他の改変をしてはならない。

原則
（著20I）

例外
（著20II）

① 一定の場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育
目的上やむを得ないと認められるもの

② 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変

③ プログラムを特定のCPUで実行し得るようにするためなどに必要な改変

④ 著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ない
と認められる改変

25

同一性保持権



「改変」とは？

26

同一性保持権

判断基準

同一性保持権を侵害する行為とは、「他人の著作物における表現形式上の
本質的な特徴を維持しつつその外面的な表現形式に改変を加える行為をいい、
他人の著作物を素材として利用しても、その表現形式上の本質的な特徴を
感得させないような態様においてこれを利用する行為は、原著作物の同一性
保持権を侵害しない」
➡ 元の著作物の創作的表現が残存していることが最低限必要。

最判平成10年7月17日判時1651号56頁〔雑誌「諸君！」〕。最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁〔パロディモンタージュ写真〕も参照。

参考裁判例

写真に文字を重ねて雑誌に掲載した行為につき、同一性保持権侵害を肯定した事例
（東京地判平成11年3月26日判時1694号142頁〔Dolphine Blue〕）
エスキースの色調を大幅に薄くした上で、A4版の頁全面にわたって下絵として使用し、その上に、
書籍に関する広告を頁全面にわたって重ねて印刷し、これを雑誌に掲載した行為につき、当該エス
キースの表現を大幅に改変したものとであるとして同一性保持権侵害を肯定した事例（東京地判平
成12年8月30日判時1727号147頁〔エスキース第一審〕）。

さらに、同控訴審において、控訴人が「本件雑誌において，本件エスキースは，広告を通してすべ
てそのままの状態で見ることができるから，エスキース自体に何らの変更をも加えていない」と主
張したのに対し、裁判所は、第一審と同様に述べて「これが改変に当たることは、いうまでもな
い」としたうえ、「控訴人の主張は，重ねて印刷した広告を度外視すれば，本件エスキースに何の
変更も加えていないというものであって，前提において既に失当であるというほかはない。」と述
べた（東京高判平成13年9月18日裁判所HP（平成12年（ネ）4816号）〔エスキース控訴審〕）。



「改変」とは
～物理的な変更を加えない場合でも改変に当たるか～

本件工作物の設置態様は，カナル及び花渦に直接物理的な変更を加えるもの
ではないが，本件工作物が設置されることにより，カナルと新里山とが空間的
に遮断される形になり，開放されていた花渦の上方が塞がれることになるので
あるから，中自然の森からカナルを通った水が花渦で吸い込まれ，そこから
旧花野（新里山）へ循環するという本件庭園の基本構想は，本件工作物の設置
場所付近では感得しにくい状態となる。また，本件工作物は，高さ9メートル
以上，長さ78メートルの巨大な構造物であり，これを設置することによって，
カナル，花渦付近を利用する者のみならず，新里山付近を利用する者にとって
も，本件庭園の景観，印象，美的感覚等に相当の変化が生じるものと思われる。

そうすると，本件工作物の設置は，本件庭園に対する改変に該当するものと
いうべきである。

大阪地決平成25年9月6日判時2222号93頁〔新梅田シティ庭園〕
27

同一性保持権



検 討
～物理的な変更を加えない場合でも改変に当たるか～

物理的な変更を加えずとも、他人の著作物に表現された思想
又は感情を感得しにくくしたり、印象・美的感覚等に大きな
変化を及ぼしたりする場合には、「改変」に当たると判断
される可能性はある（新梅田シティ事件決定）。

ある位置、角度及び姿勢から見たときはARコンテンツと
重なることによって他人の著作物の印象等が画面上で変化
するとしても、場所等を変えてみたときに当該他人の著作物
全体を視認できるような場合には、「改変」に当たると評価
する必要性は低いと解釈する余地は？

28

同一性保持権



「やむを得ないと認められる改変」に当たるか？

MP3等の圧縮フォーマットを利用して楽曲の音声を圧縮して配信したことにつき、
「音声の圧縮によって本件楽曲の音質が一定程度変化することについては被告らも
認めるところであるが、配信時のデータの圧縮に伴う技術的な制約によるもので
あって『やむを得ないと認められる改変』（法90条の3第2項）に当たるというべきで
ある上」、原告も圧縮を了承していたと推認されることから、同一性保持権侵害を
否定（東京地判平成28年2月16日判時2346号116頁） 29

同一性保持権

想定事例

3D都市データ
生成の場面

3D都市データ
利活用の場面

スキャンした現実環境が随時3Dデータ化され、著作物全体
をまとめて3Dデータ化しない場合（著作物の一部切出し）

レンダリング負荷を低下させるためのポリゴン数削減

現実環境にある他人の著作物に対し、ARコンテンツを重畳
表示する場合

上記重畳表示が引用（著32条）に当たり、著作権侵害が否定
される場合

考え方

技術上の制約によるものであり、「やむを得ないと認められる改変」に当たる
と考えるべき場合があるのではないか？



今後の検討課題のまとめ

30

全体の
交通整理

（下記図表参照）

著作物の種類ごとに適用可能性のある権利制限規定と具体的な対応方法
権利制限規定の適用が困難である場合には、複製・翻案に該当しないようにするための
データ処理の方法・程度

権利制限規定

著作権法30条の4が適用され得る利用場面を類型化・具体化
著作権法上の「建築」、同法45条及び46条における「一般公衆に開放されている屋外の
場所」「一般公衆の見やすい屋外の場所」、同法46条4号の「販売」それぞれの定義・
範囲、適用場面の類型化・具体化

著作権法30条の2の適用場面の類型化・具体化

翻案に該当する場合の引用規定の適用（著作権法第32条及び第47条の6）

「改変」に当たる場合の類型化・具体化

著作者人格権 「やむを得ないと認められる改変」に当たる場合の類型化・具体化

現行20条2項各号に加えて同一性保持権の例外を設ける必要性及び内容の検討

建築の著作物
美術の著作物 許諾を得る

非享受目的利用
（著30の4）

公開の美術の著作物等
の利用（著46） 付随対象著作物の利用

（著30の2）

複製・翻案に
当たらないよう

データ処理言語・映画・写真等

※ いずれについても、3D都市データの生成・利活用における具体的なニーズ・ユースケースに基づき、現行法での対処可能性を踏まえて、法改正等の必要性を検討する必要がある。



参考文献
● 関 真也「点群データの作成及び利用と著作権－デジタルツイン/ARクラウドを活用した

社会の発展に向けて－ 」パテント74巻8号55頁（2021年8月10日）

● 同「XR (VR/AR/MR) ビジネス参入と知的財産法への対応」研究開発リーダー18巻6号69頁（2021年9月）

● 同「『触覚・味覚・嗅覚コンテンツ』の著作権保護を巡る考察」ビジネス法務21巻6号48頁（2021年6月）

● 同「AR広告を巡る利益調整と法規制」ビジネス法務21巻6号60頁（2021年6月）

● 同「バーチャルリアリティその他人間の能力等を拡張する技術と著作権」知財管理71巻2号167頁（2021年2月）

● 同「著作権法による建築デザインの保護とバーチャルリアリティ空間その他コンテンツ内利用
－米国法の議論を参考に－ 」日本知財学会誌17巻2号29頁（2020年11月）

● 同「著作権法も改正 知的財産にまつわる注意点（特集：クリエイターが知っておきたい
バーチャル表現の基礎知識と倫理観）」月刊ブレーン2020年10月号

● 同「拡張現実 (AR) を巡る著作権法上の問題に関する基礎的考察」日本知財学会誌15巻3号5頁（2019年3月）

● 同「AR領域における商標の使用－拡張現実技術を用いた新たな使用態様を巡る現行法上の課題－ 」
日本知財学会誌第14巻3号28頁（2018年3月）



Thank You!
For questions or comments, please contact me: masaya.seki@mseki-law.com

Fin.
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本日の議事内容
1. 座長挨拶【5min】 （青山学院大学教授 古橋座長）

2. リーガル面の論点整理【40min】
• 商標法を中心とした論点整理 （TM総合I法律事務所 長島 匡克 弁護士）
• 3D都市モデルの生成と利活用に関する著作権法上の論点整理

（関真也法律事務所 関 真也 弁護士）
• 質疑 （出席者全体）

3. オープンデータ化の推進に関する論点整理【60min】
• VIRTUAL SHIZUOKAの取組・意義とは？ （静岡県 杉本 直也 氏）
• 統合空間データの公開とデータ利活用研修 （朝日航洋 浅野 和仁 氏）
• 鯖江市のオープンデータの取組・意義・課題 （Code for Sabae 牧田 泰一 氏）
• 質疑 （出席者全体）

4. リーガル・オープンデータ化に関する論点整理【20min】
• 論点整理と今後の取り組み （国土交通省都市局）
• 質疑 （出席者全体）

5. 総合討議・事務局連絡事項【15min】
• 総合討議 （出席者全体）
• 事務連絡 （国交省都市局）

2021/09/29 第3回「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」
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 資料３

VIRTUAL SHIZUOKAの取組・意義とは？

静岡県交通基盤部
建設支援局 建設技術企画課 建設イノベーション推進班
杉本 直也



VIRTUAL SHIZUOKAの取組・意義とは？



３次元点群データ︓レーザスキャナ等で計測したＸ,Ｙ,Ｚの位置情報を持つ膨⼤な点の集まり

VIRTUAL SHIZUOKA の点群データ



3次元点群データで創るデジタルツイン

VIRTUAL SHIZUOKA構想



計測⽅法

航空レーザ計測
（LP）

航空レーザ測深
（ALB）

移動計測⾞両
（MMS）

計測内容

地表⾯及び樹⽊・建物など 海岸及び⽔中部の地形 道路及び周辺部の地物

計測密度 16点/m2以上 1点/m2以上 400点/m2以上

VIRTUAL SHIZUOKA 実現のため広範囲・⾼密度にデータ取得



4

LP＋ALB

統合データ（LP+ALB+MMS）

広域の地形データと道路の地形データを統合⽔⾯と⽔中地形データを統合

LP＋MMS

＋ ＋

航空レーザ計測
（LP）

移動計測⾞両
（MMS）

航空レーザ測深
（ALB）

＋

＋

画像提供：朝⽇航洋株式会社



データがオープンであることが重要！



https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/shizuoka-2019-pointcloud

VIRTUAL SHIZUOKA のデータをオープンデータ（CC-BY）として公開
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https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/shizuoka-19-20-pointcloud

LPデータ ダウンロードページ ALBデータ ダウンロードページ MMSデータ ダウンロードページ

「選択範囲の指定」をクリックして領域を
選択し、「ダウンロード」をクリックする
とデータが取得できます

VIRTUAL SHIZUOKA のデータをオープンデータ（CC-BY）として公開



静 岡 県 の ３ 次 元 点 群 デ ー タ 取 得 計 画



なぜ、VIRTUAL SHIZUOKAを作りたいのか？



明 ⽇ 起 こ る か も し れ な い 災 害 に 備 え て
３ 次 元 点 群 デ ー タ を 蓄 積 し て お く



３次元点群データの蓄積による災害復旧の迅速化

被災後の３次元点群データ 蓄積していた被災前の
デ ー タ と 重 ね 合 わ せ

横断⾯図作成

⼟量計算



熱海市伊⾖⼭⼟⽯流災害（2021年7⽉3⽇）





除 去 前 除 去 後

（DSM）オリジナルデータ （DTM）グラウンドデータ

出典：中⽇本航空株式会社



（2010年国⼟交通省取得）1〜4点/m2 （2020年度県取得）16点/m2

オープンデータ⾮オープンデータ



約50ｍ

約200ｍ

約
60
ｍ

差 分 解 析 図（静岡点群サポートチーム）



産

⼤⽮ 洋平 （株）正治組、YDN（やんちゃな⼟⽊ネットワーク）
⽥中 義朗 ⽇本⼯営（株）（富⼠⼭チャレンジプラットフォーム代表理事）
沼倉 正吾 Symmetry Dimensions Inc. CEO/Founder
松尾 泰晴 Yasstyle代表、（元）YDN
宮⾕ 聡 ScanX Chairman & CEO
⼤伴 真吾 朝⽇航洋株式会社（G空間情報センター）
伊藤 武仙

株式会社ホロラボ（toMap）藤原 ⿓
久⽥ 智之

学
沢⽥ 和秀 岐⾩⼤学教授、インフラマネージメント技術研究センター⻑
鈴⽊ 雄介 ブラタモリ案内⼈（熱海・伊⾖・天城越え・下⽥）
古橋⼤地 ⻘⼭学院⼤学地球社会共⽣学部教授

官
増⽥慎⼀郎 静岡県交通基盤部政策管理局建設政策課
杉本直也 静岡県交通基盤部政策管理局建設政策課
佐藤 和也 静岡県危機管理部危機情報課

静岡点群サポートチーム





（2020年度県取得）16点/m2 （被災後県取得）120点以上/m2

オープンデータオープンデータ
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VIRTUAL SHIZUOKA（2020データ）

UAVレーザ（2021/07/6）株式会社東⽇

ALB搭載UAV（2021/07/5〜6）株式会社ウインディーネットワーク

差 分 解 析 図
（静岡点群サポートチーム）









A

AʼB

Bʼ

A

Aʼ

B

Bʼ

D

DʼE

Eʼ

F

Fʼ

G

Gʼ

D

Dʼ

E

Eʼ

F

Fʼ
G

Gʼ

源頭部崩壊地

砂防えん堤

下流域



A

B

紫破線の範囲が盛⼟が残存していると推定される範囲。
A領域は現在変状の⾒られる範囲
B領域は現在は変状が⾒られない範囲

A     領域に含まれると推定される残存盛⼟体積 約 9,400㎥
A+B領域に含まれると推定される残存盛⼟体積 約20,000㎥



A

B
+54,000m3

約10年間の差分

ｰ55,500m3

A

B A+B
残存体積 約20,000㎥（推定）

崩落の可能性あり

データ差分抽出まとめ

202120202010

約1年間の差分



静 岡 点 群 サ ポ ー ト チ ー ム の 役 割

下流で命懸けで救援・救助活動をされている⽅々が
⼆ 次 災 害 に 巻 き 込 ま れ な い よ う に す る



データを県庁に閉じずオープンにすることで、外の⼈がサポートしてくださる。
昔であれば権威ある先⽣を集めた委員会をこれから⽴ち上げるが、データをオープ
ンにしているので、すでにいろいろな⽅がどんどん解析してくださっている。
これが凄い参考になっている。
昔のような⾃前主義だと外注して解析する必要があるが、オープンデータにするこ
とで⽇本中、場合によっては世界中から解析して助けてくれる時代。
オープンイノベーションだと⼝では⾔っていたが、オープンデータがここまで⼒を
発揮するとは思っていなかった。
データをどんどんオープンにすることで、解析してくれる⼈同⼠が話合い、論争す
るのではなく、お互いに改善していく。本当に時代が変わったことを実感している。

難 波 副 知 事 の 記 者 会 ⾒ コ メ ン ト



熱海市のPLATEAUデータ（ CityGML）があったら。。。

LOD 1（建物＋⾼さ）のデータがあり、都市計画基礎調査情報がオープンデータ化
されていれば、流出した建物の⼾数、世帯数などが把握できたのではないか？



都市計画基礎調査情報のオープンデータ化

「都市計画基礎調査情報の利⽤・提供ガイドライン（国⼟交通省：平成31年3⽉）」
が策定されるなど、地⽅公共団体が保有する都市に関する豊富なデータのオープン
化の促進に向けた取組みが進められている。

その他の官⺠データとともにオープンデータ化されることで、多層の情報統合が
可能となり、可視化・分析・評価が容易となる。

データに基づいて、わかりやすく提⽰することで住⺠理解が深まり、まちづくりの
ビジョンが共有されやすくなる。



被災後の国⼟地理院撮影によるオルソ
フォトと静岡点群データから作成した
DSM（建物や植⽣の表⾯データ）から
計算した傾斜図を重ね合わせた。

傾斜は建物の壁⾯で⼤きな値を取るため
傾斜図で建物形状を可視化できる。

被災・流出した建物や植⽣のあった場所
には傾斜図による輪郭だけが残る。

被災・流出家屋の特定
（静岡点群サポートチーム）



３次元点群データを使うことで
リアルな「疑似体験」ができ
イ メ ー ジ が 共 有 で き る ！

合意形成や意思決定に有効では⁉



津波浸⽔シミュレーションへの活⽤（静岡県賀茂郡河津町）

出典：静岡県危機管理部



バーチャル世界でシミュレーションを⾏い、現実世界における将来の変化を予測する

シミュレーション

フィードバックモニタリング

３次元モデル
蓄積 分析

収集 活⽤

バーチャル世界
（仮想）

現実世界
（フィジカル）

VIRTUAL SHIZUOKAをデジタルツインの基盤に



静岡県 交通基盤部
政策管理局 建設政策課 未来まちづくり室
杉本 直也 / Naoya Sugimoto
E-mail：naoya2_sugimoto@pref.shizuoka.lg.jp

VIRTUAL SHIZUOKAイメージ動画
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 資料４

統合空間データの公開とデータ利活用研修

朝日航洋株式会社
空間情報事業本部営業企画部エバンジェリスト
浅野 和仁



統合空間データの公開と
データ利活用研修

（元大阪府富田林市上下水道部理事兼次⾧兼下水道課⾧）
朝日航洋株式会社空間情報事業本部営業企画部エバンジェリスト

浅野和仁



目 次

①統合空間データの公開

・共用空間基盤（公共測量）の整備と更新
・オープンデータ化とOpenStreetMap
・その他のオープンデータGISデータ

②データ利活用研修

・データ統合検討例
・データ利活用研修例
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大切なのはシステムじゃなくデータです



共用空間基盤
 システム構築の前に基盤データ整備で無駄をなくす

GISを導入したいのならこれまでの無駄をなくせ！（財政課⾧）

地図を一本化しろ！
必要な地物を選定し、それぞれに要求する品質を決定し、異縮尺
混在型の共用空間基盤を構築する。基盤に使用するデータは可
能な限り既存データを利用し、かつ各部署に集まる地物更新に関
するデータを統制集約し、効率的で随時的な更新を目指す。

測量法
（公共測量）
第５条 この法律において「公共測
量」とは、基本測量以外の測量で次
に掲げるものをいい、建物に関する
測量その他の局地的測量又は小縮尺
図の調製その他の高度の精度を必要
としない測量で政令で定めるものを
除く。
1 その実施に要する費用の全部又

は一部を国又は公共団体が負担し、
又は補助して実施する測量

1999年頃

4



共用空間基盤
 地図の相関と更新の仕組みづくりのための庁内調整

施設 税務

計画

案内

B 1/1000

C 1/2500

A 1/500

S 1/100

基準点

道路
現況図

道路
台帳図

水道
台帳図

下水道
台帳図 地積

測量図

建物
図面

埋文
遺構図

地番図

家屋図

航空
写真

参照

転用

都市計
基本図

住居表
示台帳

住基DB

課税DB

文化財
マップ

用途
地域図

都市計
規制図

小中学
校区図

連携

ハザード
マップ

住宅
地図

国勢
調査区

道路施
設管理

交通
網図

観光
案内

投票区

要
援護者

案内

自治体業務で整備する各地図の関連を検討した事例です。最も経費を掛けて更新される
施設系の地図は庁内でも広く活用されていないことがわかります。

5

新たな
転用
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共用空間基盤
 唯一無二の共用空間基盤を用いた各台帳付図

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/6/14047.html
引用：富田林市公式ウェブサイトトップページ > 市政情報 > 市の施設一覧 > 地図でさがす

航空写真／ 地形図／都市計画図／ 地番図／ 道路台帳図／ 下水道台帳図／



共用空間基盤
 共用空間基盤の更新担当と更新順序

共用空間基盤の各データ（道路・写真・土地/建物）の更新に関して業務順序を定めて、
それぞれの部署が個別に発注する。それらを集成した地形図データは庁内利用は勿論、
一般にも公開する。

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

鮮
度

道路異動箇所の抽出

水道台帳更新

下水道台帳更新

道路台帳更新

航空写真処理 航空写真処理

街区編集

家屋・土地異動箇所の抽出（固定資産担当）

土地台帳更新
家屋台帳更新

家屋・土地編集

地形図と航空写真を公開
（オープンデータ）

不動産登記情報

道路異動情報 （道路担当） 道路編集

地形編集

（情報担当）

7
※道路・写真・建物測量（別業務）は公共測量として実施
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共用空間基盤

 共用空間基盤（公共測量成果） ⇒ 国土地理院の基盤地図情報
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共用空間基盤
 共用空間基盤（オープンデータ） ⇒ OpenStreetMap



空中写真…Lv1000（公共測量）
道路…Lv500（公共測量）
建物…Lv1000（公共測量）

河川・池・主要水路…Lv2500（公共測量）
軌道…Lv2500（公共測量）
被覆・等高線…Lv2500（公共測量）

測量作業により毎年度更新する地物群

図上編集により毎年度更新する地物群 地形図 図式：Lv2500

基盤地図情報

オープンデータ

測量法
（測量成果の複製）
第43条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁
的方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受け
ることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじ
め、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
（測量成果の使用）
第44条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじ
め、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

これは利用者の義務
計画機関があらかじめ測量成果
の複製等を条件を付して広く承
認しておくことを禁じていない。

地図の更新と測量法（公共測量成果）

10

共用空間基盤
 公共測量成果とオープンデータ

（国土地理院）

（地域・市民）



ジャンル データ名 説明 ダウンロード 公開日

地図 地形図 富田林市共用基盤
2015年度版

Shape（zip:22,086KB）
地物要件定義書 2015年7月19日

OpenStreetMapにインポート
（国内３例目）

地形図データ
• このデータはクリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下に提供しています。本市のデータを
利用している旨を表示していただくことで自由に利用することができます。

• このデータを編集加工して第三者に提供等する場合は、提供者が編集加工した旨を明記してください。
• このデータを公共測量に用いる場合は、測量法に基づく複製または使用の承認手続きが必要です。
• このページで公開しているデータは、平面直角座標系第6系（EPSG2448）で作成しています。

11

OpenStreetMap
 2015年 共用空間基盤（地形図データ）をオープンデータとして公開

1 鯖江市
2 浦安市
3 富田林市

2015年公開



OpenStreetMap
 共用空間基盤データ投入のビフォー＆アフター

12



https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tondabayashi_map/ortho

富田林市の公開データを使用してOSMを描く際の手順を公表しています （Tondabayashi map/ortho）

富田林市が公開している地形図・道路中心線
データ管理課 対象エリア 更新頻度 データ形式 座標系 データサイズ

政策推進課 富田林市全域 １回／年度 shape EPSG:2448 22.1MB
政策推進課 富田林市全域 １回／年度 shape EPSG:2448 0.8MB

富田林市がタイル配信している地形図・航空写真
区分 URL ズームレベル 範囲 摘要

地形図 https://www.city.tondabayashi.lg.jp/map2/tile/1050/{z}/{x}/{y}.png 12～18 東経135.55北緯34.43～東
経135.63北緯34.53

Lv500～
Lv2500

航空写
真 https://www.city.tondabayashi.lg.jp/map2/tile/1010/{z}/{x}/{y}.png 12～19 東経135.55北緯34.43～東

経135.63北緯34.53 Lv1000

富田林市オープンデータの地形図と航空写真

大阪府富田林市は地形図・道路中心線をクリエイティブ・コモンズ表示 4.0国際（2.0日本から変更）ライセン
スの下に提供しています。
地形図・道路中心線データは「公開データの利用について（地図等）」で入手できます。

富田林市の地形図と航空写真のタイル配信

富田林市の地形図と航空写真は市のウェブサーバーでタイル画像として配信しています。そのタイル画像は地
理情報ポータルサイトでご覧いただけます。タイル配信のURLは次のとおりです。

13

OpenStreetMap
 共用空間基盤を参照してOSMを描く手順を公表（個人作成）

OpenStreetMap の 更新を実施



 共用空間基盤データは≪INPUT≫と≪DELETE≫情報を持っている

OpenStreetMap

14



 市民と描くOSM（インポート直後 ⇒ 2021/9時点）

OpenStreetMap

15



 全国で唯一かも

下水道管渠もオープンデータ

16
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より多くの職員がデータの利活用を理解するために



 システム依存からデータ主体の運用へ

データ統合検討例

 関係各課による地図関連業務及び空間データの相互理解（棚卸し）
 業務に紐づく地物と更新担当の抽出～属性検討～製品仕様書作成
 製品仕様方式による公共測量申請（測量法）と共用空間データ整備

18



 空間データ利活用WS（仮説→立証→地図デザイン→主題図作成）

※WS参加職員が研修後に、地域の地盤沈下につい
て、データを用いて独自に仮説を立て、最も関連
が深いと思われる要因を見出されました。

 データ利活用基礎研修動画配信

職場内のデータは、特定の部内で、特定
の目的にのみ使用できるクローズド・
データから、関係部署や庁内みんなで共
有できる、また利用条件を付けて外部に
も提供できるシェアード・データ、条件
を付けずに外部にも公開できるオープ
ン・データに分類できます。

 統合型GISを使った庁内データ利活用/EBPM・政策検討研修

データ利活用研修例

19



 講義+データ利活用WS
 職員研修（地方公務員法第39条）として実施
 Covid19対応のため、eラーニング化（YouTubeを活用）
 庁内データ活用環境を充実するためデータカタログサイト導入
 主なWS：データクレンジング・・・公開データ作成研修

IMCチャート・・・GIS主題図作成研修
データトリアージ・・・データ利活用意識向上研修

 オープンデータ推進/庁内データ利活用推進/データ活用意識向上研修

データ利活用研修例

20



 2019年 オープンデータカタログサイト導入とオープンデータ理解研修
 2020年 講義とオープンデータWS（データトリアージ、データクレンジング）

研修項目
所属

オープン
データ

職場の
データ

情報公開
と

個人情報

データトリ
アージ

機械判読
データ取
扱実習

各種事
例紹介

道路総務課 5 4 5 5 5 5 5

交通計画室 4 5 4 5 5 5 5

公園緑地課 4 4 4 4 4 4 3

工事技術検査室 4 4 4 5 3 3 4

資産税課 5 5 4 5 5 5 5

行財政改革推進課 5 5 5 5 5 5 5

情報政策室 5 5 5 5 5 5

情報指令課 5 4 4 4 5 4 4

危機管理室 4 4 3 4 5 2 3

地域医療推進課 4 4 4 5 4 4 4

中央保健センター 5 5 4 4 4 4 4

都市計画課 4 4 4 4 4 4 3

道路総務課 2 2 3 3 3 3 3

農業振興センター 4 4 5 4 4 4 4

保健所健康課 5 5 4 4 5 5 4

※研修後のアンケート（5段階評価）

 オープンデータ公開促進/データ取扱い研修

データ利活用研修例

21



職員

システム

エビデンス
（根 拠）

業務で構築した情報
をみんなで使い倒す

技術を職員に蓄えて
次世代に継承する

職員のアイデアを
活かす仕組み

職員と情報を活かすデータ利活用を！

22

 データ利活用研修が目指すもの

データ利活用研修例
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システムが入れ替わっても引継げるデータを！

人事異動があっても引継げるデータ理解力を！

kazuhito-asano＠aeroasahi.co.jp
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2021/09/29
第３回「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」

 資料５

鯖江市のオープンデータの取組・意義・課題

Code for Sabae 牧田 泰一



1 鯖江市の取り組み

2 オープンデータ意義

３ 課題

目指すところは、ＩＴを活用した協働のまちづくり
ＩＴをメガネ、繊維、漆器に続く産業に

「鯖江市のオープンデータの取組・
意義・課題」

Code for Sabae,Fukui
総務省地域情報化アドバイザー

牧田 泰一



1 鯖江市の取り組み



2

<toiletinformation>
<no>1</no>
<name>Nishiyama Park (Central Square）

</name>
<localname>西山公園(中央広場)</localname>
<language>jp</language>
<man>6</man>
<woman>5</woman>
<handicapped>1</handicapped>
<babybed>1</babybed>
<latitude>35.949591</latitude>
<longitude>136.182136</longitude>
<url>http://www3.city.sabae.fukui.jp/xml/toile

t/#1</url>
</toiletinformation>

トイレ情報のＸＭＬ公開、アプリ



オープンデータの最初の一歩

☆ 2012/01 トイレ情報公開

1 コンピュータが読めるデータ

2 ライセンス 誰でも使える（制限がない）

人が読める

2次利用不可



2012年～、新規データに挑戦してきました。

消火栓、AED、避難所、選挙ポスター掲示板
市営バスの位置情報、
運行情報GTFS
河川水位
図書館の自習席の空き情報
バスの乗降者データ
動物園の動物情報
図書館の書籍情報
都市計画図
橋の築年、構造情報
障がい者支援情報など



つつじバスロケーション＆
丹南病院発着情報サービス

公開データ 200種類、民間作成アプリ 250種類

・行政の透明性を図り、市民
の信頼を高める。
・市民との情報共有が図られ
ることにより、市民との協
働によるまちづくりを実現。

橋梁マップアプリ

バス乗客リアルタイムオープ
ンデータシステム

市民協働アプリ「さばれぽ」

ホームページ上で、さまざまな情
報（オープンデータ、アプリ）を
公開



さばれぽ

図書データ
本棚データ

つつじバス ナビ



つつじっこリトル（子育て支援） Let’s vote !



さばとまっぷ 図書館アプリ

図書データ
本棚データ



消火栓の位置情報

9



橋梁データ

10
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年月 取り組み 備考

2010.4 市民主役条例

12 データシティ鯖江提案

2012.1 トイレ情報の公開

3 ＬＯＤチャレンジ2012 公共ＬＯＤ賞

7 情報都市宣言（電脳メガネサミット） 国電子行政オープンデータ戦略に紹介

10 コミュニティバス位置情報、公開

11 第1回オープンガバメントサミット

2013.3 ＬＯＤチャレンジ2012 人の流れ賞

3 オープンデータ流通推進コンソーアム
最優秀賞、Google賞 国：情報通信白書に掲載

9 総務省実証実験協力（横浜市） 国：政府データカタログサイト

11 第2回オープンガバメントサミット 県：福井県データカタログサイト

2014.4 Ｗ3Ｃ加入

6 ５星ＯＤＰ（オープンデータプラットフォーム） 国：世界最先端ＩＴ国家創造宣言（改定）

11 マニュフェスト大賞 優秀賞

2015.10 第3回オープンガバメントサミット

2016.11 第3回電脳メガネサミット 国：官民データ活用推進基本法



2 オープンデータ意義





14

官民データ活用推進基本法 ２０１６/１２



（１）国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化

例 東北震災での震災インフォなど（1 震災関連情報の提供に関し、情報の加工が容易なファ
イル形式による情報提供について協力依頼が行われたほか、事業者が保有する道路の通行
情報などが公開・活用された。） 後述

（２）行政の高度化・効率化
国や地方公共団体においてデータ活用により得られた情報を根拠として政策や施策の企画及
び立案が行われることで（ＥＢＰＭ：Evidence Based PolicyMaking）、効果的かつ効率的な行
政の推進につながる。

（３）透明性・信頼の向上
政策立案等に用いられた公共データが公開されることで、国民は政策等に関して十分な分析、
判断を行うことが可能になり、行政の透明性、行政に対する国民の信頼が高まる。

＋地域のIT人材（住民参加）の接着剤
＋市民力（当事者意識）の向上



鯖江市で

・鯖江で各種実証実験のアプローチ
・新規データ開拓、アプリ
・市民を巻き込んだ活動により、IT人材（シニア、若者）の育成
・デザインシンキング、アイデアソン、ハッカソンなどの浸透
・市民のITリテラシーの向上



意義の兆し（日本）

Sinsai.info
https://note.com/hal_sk/n/n8887bdca23e2

新型コロナウイルス対策ダッシュボード
https://fukuno.jig.jp/StopCOVID19JP

ミニ東京3D
https://minitokyo3d.com/

オープンデータ100（政府CIOポータル）
https://cio.go.jp/opendata100

国土地理院指定避難所マップ
https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/hinanbasho.html

全国AEDマップ
https://aedm.jp/



３ オープンデータ普及の課題



鯖江市で

・新規データ開拓
・既存オープンソースのアプリの活用
・市民を巻き込んだ活動
・IT人材（シニア、若者）の育成
・データの標準化、更新
・優秀事例の開拓



・オープンデータの効果・メリット・ニーズが不明確、人的リソースが不足しているとかは、
したくない理由を探しているだけのような気がします。
・平成28年12月に公布された官民データ活用推進基本法第11条において、国、地方
公共団体が保有するデータについて国民がインターネット等を通じて容易に利用でき
るよう措置を講じることが義務付けられました。
これを前提に
・スモールスタートで、深く考えない、とりあえず、やってみる。
1998年ごろから、自治体のホームページが定着してきたように、できると考えます。

・避難所情報など、既公開データを機械判読可能なものにして、ライセンスを2次利用
可能なものにする。
・データの精度は官民協力して精度向上
・民間の協力で、オープンソース等で避難所、AEDアプリの作成
・若い人に任せる。

内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室が2019年に実施したアンケ
ート によれば、地方自治体において約5割の自治体がオープンデ
ータについて取組を実施していないと回答しており、オープンデータ
化の取組は十分に進んでいるとは言えない。
同アンケートにおいては、オープンデータ化に取り組むに当たっての
課題や問題点について、オープンデータの効果・メリット・ニーズが不
明確、人的リソースが不足しているといった項目を挙げる自治体が多
くなっている。（総務省サイトより）



・行政データはオープンデータ前提
・オープンデータは世界の流れ（優秀事例、多数）、背景はIT（コンピュータ、
WEB、情報共有）の進化
・情報はICT社会のインフラ
・未知の分野では、仕事でも、つまづき前提で可、（80パーセントの取り扱い）
・優秀事例の開拓、横展開、まねることは重要
・人材育成
・自治体固有の課題に、オープンデータでアプローチ、民間と協働で対応
市民を巻き込む仕組み（市民と協働、自治体単独では、限界）、そして、市民
にやりがい、当事者意識をともに感じる（シビックテック、code for ）、その過程
で、ともに成長する。
・ これを続けることで、優秀事例が生まれたら、他の自治体で展開する。
・オープンソースアプリ活用
・情報のある所に、Code for 人材 の協力
・SDGｓにおいても、情報共有、シェアリングは大きなカギになります。
・データ公開による苦情は鯖江市の場合、ありませんでした。

あらためて心構え
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1. 座長挨拶【5min】 （青山学院大学教授 古橋座長）

2. リーガル面の論点整理【40min】
• 商標法を中心とした論点整理 （TM総合I法律事務所 長島 匡克 弁護士）
• 3D都市モデルの生成と利活用に関する著作権法上の論点整理

（関真也法律事務所 関 真也 弁護士）
• 質疑 （出席者全体）

3. オープンデータ化の推進に関する論点整理【60min】
• VIRTUAL SHIZUOKAの取組・意義とは？ （静岡県 杉本 直也 氏）
• 統合空間データの公開とデータ利活用研修 （朝日航洋 浅野 和仁 氏）
• 鯖江市のオープンデータの取組・意義・課題 （Code for Sabae 牧田 泰一 氏）
• 質疑 （出席者全体）

4. リーガル・オープンデータ化に関する論点整理【20min】
• 論点整理と今後の取り組み （国土交通省都市局）
• 質疑 （出席者全体）

5. 総合討議・事務局連絡事項【15min】
• 総合討議 （出席者全体）
• 事務連絡 （国交省都市局）

本日の議事内容
2021/09/29 第3回「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」
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2021/09/29
第３回「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」

 資料６

リーガル・オープンデータ化に関する論点整理

国土交通省都市局
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2021/９/2９

リーガル・オープンデータ化に関する論点整理

国土交通省都市局

第３回「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」

 資料６
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３D都市モデルのリーガル面/オープンデータ化に関する論点整理と今後の取組み

Ⅰ．リーガル面における論点整理
Ⅱ．オープンデータ化における論点整理
Ⅲ．論点整理を踏まえた今後の取組み

国土交通省都市局

2021/９/2９

第３回「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」
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 3D都市モデルは現実空間をバーチャル空間上に再現するものであるため、整備の局面では、現実空間で生ずる諸権利がバーチャル空間上
でどのように作用するかが問題になる。

 ３D都市モデル利用の局面では、データに様々な加工や付加がなされるため、これらの行為が現実空間上の権利にどのように作用するか等
が問題になる。

Ⅰ．リーガル面における論点整理

３D都市モデルに関する法的権利等についての論点

現実の改変（ローポリ化・コンセプチュアル化、現実
にないオブジェクトの追加等）

バーチャル
空間

AR

ARコンテンツによる情報付加

ARコンテンツによるオクルージョン（マスク）

デ
ー
タ
整
備

デ
ー
タ
利
用

現実空間の再現

回遊/ゲーム/広告表示

自己位置推定等のバックデータ利用

E-コマース

作成データの頒布

加工データの頒布

主要な論点

 「都市」は著作物に当たるか
 現実空間の再現は著作物の複製又は翻案に当たるか
 現実空間の再現が著作物の複製又は翻案に当たる場合

• 「公開の美術の著作物等の利用」（著46条）に当たるか
• 「非享受目的利用」（著30条の4）に当たるか
• 「付随対象著作物の利用」（著30条の2）に当たるか

 現実空間を再現したバーチャル空間を利用したサービス提供は商標的使
用（商2条）に当たるか

 現実空間を再現したバーチャル空間を利用したサービス提供は不正競争
行為に当たるか

 現実空間へのAR情報の付加は、著作物の翻案に当たるか
 現実空間へのAR情報の付加が著作物の翻案に当たる場合、「付随

対象著作物の利用」（著30条の2）に当たるか
 現実空間へのAR情報の付加/オクルージョンは「同一性保持権」（著

20I）の侵害又は商標権の侵害に当たるか

行為

 3D都市モデルを自己位置推定等のバックデータとして利用することは「付
随対象著作物の利用」（著30条の2）に当たるか

 3D都市モデル又はその加工データの頒布は「公開の美術の著作物等の
利用」（著46条）に当たるか

二
次
利
用

 現実空間の再現は「同一性保持権」（著20I）の侵害に当たるか

著作権/同一性保持権

商標権

著作権

著作権
商標権
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 3D都市モデルは「都市計画基本図」、「都市計画基礎調査」、「都市計画決定情報」の３つのGIS（いわゆる「都市計画GIS」）を統合
したデータから構成されている。

 このため、各データのオープンデータに関する論点をクリアすることで、３D都市モデルのオープンデータ化を円滑に進めることができる。特に「都
市計画基礎調査」についての多くの論点は未整理であり、課題となっている。

Ⅱ．オープンデータ化における論点整理

３D都市モデルに関するオープンデータ化についての論点

都市計画基本図

都市計画基礎調査

主要な論点

 効果・メリット・ニーズが不明確
 データを扱うことができる人材が不足
 更新が担保できるか不安

 属性情報の個人情報該当性について明確な基準がなく、判断できない
（個人情報保護法等の整理）

 原典資料に固定資産課税台帳を用いている場合、地方税法の守秘
義務に抵触するおそれ（地方税法等の整理）

データ

都市計画決定情報

３D都市モデル

 都市計画基本図は地理空間情報活用推進基本法等に基づき基盤地
図情報等としてオープンデータ化が進められており、特段の支障はない

 GISデータは法定図書としての公告・縦覧（都計17条）の対象ではな
いため、利用者に対する責任を負いたくない（都市計画法等の整理）
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 有識者ヒアリング、制度調査等により論点整理を継続

 特に下記の点を重点的に整理

• オープンデータによるベストプラクティスの収集（メリット提示）

• GISの取り扱いに関する人材育成

• 都市計画基礎調査情報（建物現況・土地利用現況等）の個人
情報該当性（容易照合性）の判断基準の統一

• 個人情報該当性が認められる情報のオープンデータ化（外部提
供）に関する方法論の整理

• 守秘義務範囲の明確化

• 固定資産税台帳情報の提供に関する方法論の整理

都市局の今後の取組み方針
Ⅲ．論点整理を踏まえた今後の取組み

R3年度下半期 R4年度の取組方針（案）

リーガル面の
論点

オープンデータ
化の論点

 3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化のエコシステム構築を更に推進するため、各フェーズにおける自治体、民間企業、有識者等の
問題意識のヒアリングを継続し、課題抽出を進める。

 さらに、整理した問題意識をもとに、関係機関とのヒアリング・協議を行い、令和4年度中に整理結果をガイドライン等のドキュメントとして公開
することを目指す。

 有識者ヒアリング、制度調査等により論点整理を継続

 特に下記の点を重点的に整理

• 著作権法上の「建築」、「屋外」、「販売」の定義・範囲、適用場面
の類型化・具体化

• 複製・翻案に該当しないようにするためのデータ処理の方法・程度

• 「改変」、「やむを得ないと認められる改変」に当たる場合の類型化・
具体化

• 付随対象著作物の「正当な範囲内」の利用の類型化・具体化 等

• 商標権の侵害となる場合の類型化・具体化

• 不正競争行為となる場合の類型化・具体化

 現行制度における対応方針の整理

 論定整理を踏まえた関係機関ヒアリング

• 著作権:文部科学省/文化庁著作権課

• 商標権:経済産業省/特許庁

 ３D都市モデルの整備・利用に関するリーガル面の整理を
まとめたガイドライン作成

著
作
権

商
標
等

個
人
情
報

地
方
税

 現行制度における対応方針の整理

 論定整理を踏まえた関係機関ヒアリング

• 個人情報:個人情報保護委員会事務局

• 地方税:総務省固定資産税課

 ３D都市モデルのオープンデータ化の整理をまとめたガイド
ライン作成（「都市計画基礎調査実施要領」、「都市計
画基礎調査情報の利用・提供ガイドライン」改定等）

 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す
る法律」（令和3年度）に基づく「公的部門に対する規定
の解釈等についてのガイドライン等」への反映を協議

一
般
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本日の議事内容
1. 座長挨拶【5min】 （青山学院大学教授 古橋座長）

2. リーガル面の論点整理【40min】
• 商標法を中心とした論点整理 （TM総合I法律事務所 長島 匡克 弁護士）
• 3D都市モデルの生成と利活用に関する著作権法上の論点整理

（関真也法律事務所 関 真也 弁護士）
• 質疑 （出席者全体）

3. オープンデータ化の推進に関する論点整理【60min】
• VIRTUAL SHIZUOKAの取組・意義とは？ （静岡県 杉本 直也 氏）
• 統合空間データの公開とデータ利活用研修 （朝日航洋 浅野 和仁 氏）
• 鯖江市のオープンデータの取組・意義・課題 （Code for Sabae 牧田 泰一 氏）
• 質疑 （出席者全体）

4. リーガル・オープンデータに関する論点整理【20min】
• 論点整理と今後の取り組み （国土交通省都市局）
• 質疑 （出席者全体）

5. 総合討議・事務局連絡事項【15min】
• 総合討議 （出席者全体）
• 事務連絡 （国交省都市局）

2021/09/29 第3回「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」
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総合討議・質疑
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事務局連絡

次回開催予定
• 日時：12月23日（木）13:00~16:00
• 開催方法：web中心で開催予定
• 開催案内：登録頂いた各団体担当者宛にメールで連絡予定

次回の主なアジェンダ
• 下記アジェンダを予定

① モデル作成手法
- 高LODモデル作成の実証結果共有、GIS連携手法・事例共有

② 令和3年度ユースケース実証結果共有
- 民間実証x2案件、自治体実証x2案件の実証結果報告

アジェンダ・活動内容に関するご提案・ご意見は事務局まで随時お寄せください

運営事務局・連絡先
• 下記事務局がお問い合わせ先になります。

- 国土交通省都市局都市政策課 hqt-mlit-plateau@mlit.go.jp
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